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Ｑ
な
ぜ
、
制
度
を
見
直
す
必
要
が

あ
る
の
で
す
か
？

Ａ

国
民
健
康
保
険(

国
保)

制
度
は
、

日
本
の
皆
保
険
の
基
盤
と
な
る
仕
組

み
で
す
が「
年
齢
構
成
が
高
く
医
療

費
が
高
い
」「
所
得
水
準
が
低
く
保
険

料
の
負
担
が
重
い
」「
財
政
が
不
安
定

に
な
る
リ
ス
ク
の
高
い
小
規
模
な
被

保
険
者
が
多
く
、
財
政
赤
字
の
保
険

者
も
多
く
存
在
す
る
」と
い
う
構
造

的
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

国
民
皆
保
険
を
将
来
に
わ
た
っ
て

守
り
続
け
る
た
め
、
今
回
の
見
直
し

で
は
次
の
二
つ
を
柱
と
し
て
い
ま
す
。

▼
国
の
責
任
と
し
て
約
３
４
０
０
億

円
の
追
加
的
な
財
政
支
援(

公
費

拡
充)

を
行
う

▼
都
道
府
県
と
市
町
村
が
共
に
国
民

健
康
保
険
の
保
険
者
と
な
り
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
を
担
う

Ｑ
見
直
し
で
、
何
か
大
き
な
変
更
は

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

平
成
30
年
度
か
ら
都
道
府
県
も

保
険
者
と
な
り
ま
す
が
、
資
格
の
管

理
や
保
険
料(

税)

の
賦
課
と
徴
収
な

ど
、
身
近
な
窓
口
は
、
引
き
続
き
市

町
村
が
行
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
来
年
10
月
の
一
斉

更
新
か
ら
新
し
い
被
保
険
者
証
に
は

市
町
村
名
の
ほ
か
に
住
ん
で
い
る
都

道
府
県
名
が
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
来
年
９
月
ま
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
被
保
険
者
証
を
引
き
続
き
お

使
い
い
た
だ
き
ま
す
。

Ｑ
制
度
の
見
直
し
に
は
、
ど
の
よ
う

な
効
果
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
？

Ａ

都
道
府
県
内
で
保
険
料
負
担
を

公
平
に
支
え
合
う
た
め
、
都
道
府
県

が
市
町
村
ご
と
の
医
療
費
水
準
や
所

得
水
準
に
応
じ
た
国
保
事
業
費
納
付

金(

保
険
料
負
担)

の
額
を
決
定
し
、

保
険
給
付(

保
険
者
が
負
担
す
る
医

療
費
の
支
払
い)

に
必
要
な
費
用
を

全
額
、
保
険
給
付
費
等
交
付
金
と
し

て
市
町
村
に
支
払
い
ま
す
。

ま
た
、
都
道
府
県
は
市
町
村
ご
と

に
、
国
保
事
業
費
納
付
金
を
納
付
す

る
た
め
の
目
安
と
な
る
標
準
保
険
料

率
を
提
示
し
、
標
準
的
な
住
民
負
担

の
見
え
る
化
を
進
め
ま
す
。

Ｑ
私
た
ち
に
は
直
接
関
係
な
い
よ
う

で
す
が
？

Ａ

都
道
府
県
が
財
政
運
営
の
責
任

主
体
と
し
て
、
安
定
的
な
財
政
運
営

や
効
率
的
な
事
業
運
営
の
た
め
、
市

町
村
と
協
議
し
て
、
都
道
府
県
内
の

統
一
的
な
運
営
方
針
と
し
て
の「
国

民
健
康
保
険
運
営
方
針
」を
定
め
、

市
町
村
が
行
う
事
務
の
効
率
化
、
標

準
化
、
広
域
化
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。た

と
え
ば
、
過
去
12
カ
月
以
内
に

高
額
療
養
費
の
支
給
が
４
カ
月
以
上

あ
る
場
合
は
、
そ
の
月
か
ら
自
己
負

担
限
度
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
制
度

(

高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当)

が
あ

り
ま
す
が
、
他
の
市
町
村
へ
転
出
し

た
場
合
に
は
、
改
め
て
１
回
目
か
ら

カ
ウ
ン
ト
し
直
す
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
都
道
府
県
化
後
は
、
同
一
都

道
府
県
内
で
他
の
市
町
村
に
引
っ
越

し
た
場
合
で
も
、
引
っ
越
し
前
と
同

じ
世
帯
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
前
住
所
地
の
回
数
が
引
き

継
が
れ
、
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

Ｑ
仕
組
み
以
外
で
、
何
か
変
化
す
る

こ
と
は
あ
る
の
で
す
か
？

Ａ

国
保
の
財
政
運
営
を
安
定
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
町
村
が
被
保

険
者
の
疾
病
予
防
や
健
康
づ
く
り
を

進
め
、
医
療
費
の
縮
減
を
図
る
こ
と

も
、制
度
改
正
の
大
き
な
狙
い
で
す
。

医
療
機
関
な
ど
と
連
携
し
て
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
積
極
的
な
取
り
組
み
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

制
度
変
更
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
が
新
た
な
手
続
き
を
し
て

い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医

療
機
関
な
ど
の
受
診
の
仕
方
も
今
ま

で
ど
お
り
で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

来
年
４
月
か
ら
の
円
滑
な
都
道
府

県
化
に
向
け
て
、
県
内
で
申
請
手
続

き
な
ど
を
統
一
す
る
こ
と
で
利
用
し

や
す
い
制
度
と
す
る
た
め
、
県
と
市

町
村
で
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

シリーズ国保⑤

こ
の
10
年
で
70
歳
以
上
の
高
齢
者
数
は
１
・
３
倍
に
、
国
民
医

療
費
は
１
・
３
倍
に
な
り
ま
し
た
。
団
塊
の
世
代
が
全
員
75
歳
以

上
に
な
る
２
０
２
５
年
に
は
、
国
民
医
療
費
の
総
額
は
61
・
８
兆

円
に
も
な
る
見
込
み
で
す
。
現
在
、
国
民
健
康
保
険
は
そ
れ
ぞ
れ

の
市
町
村
が
保
険
者
と
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
が
、
平
成
30
年
度

か
ら
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
が
共
同
保
険
者
と
な
っ
て
運
営
に

当
た
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
保
年
金
係
1

内
線
３
１
３
６

平成30年４月から

制度発足

国民健康保険　あんなこと・こんなこと

以来の大改正を　　　でＱ＆Ａ

都道府県も国民健康 保険制度を担います

【国民医療費10年ごとの推移】

国民健康保険制度は、昭和13(1938)

年の国民健康保険法制定(旧国保法)ま

でさかのぼることができます。当初、

職場や地域からなる国保組合が運営し

ていましたが、第２次世界大戦を境に

多くの組合が消滅してしまいました。

昭和23年に運営主体が市町村に変更

されましたが、多くの課題を抱えてい

たため、昭和33(1958)年に旧国保法が

全面改定され、新国保法となり、国民

皆保険制度の基礎が確立され、現在に

至っています。

国民健康保険中央会が、本年10月30

日に公表した平成29年６月診療分の医

療費速報によれば、６月末の市町村国

保の被保険者数は、2,993万人で、前

年同月比5.7％の減となっています。

このうち、65歳から74歳までの前期高

齢者は、1,243万人で前年同月比1.8％

の減となっています。

一方で、後期高齢者医療制度の被保

険者数は1,686万人、前年同月比3.2％

の増となり、制度創設以来伸び続けて

います。

国民皆保険制度の中心的な役割を担

うため、国民健康保険法が改正され、

現在の国保制度がスタートした昭和

36(1961)年の被保険者は4,511万人で、

国民の47％が加入していました。同年

の老人加入率(当時の制度で65歳以上

の被保険者)は4.8％で、後期高齢者医

療制度が発足した平成20年度には前期

高齢者加入率が30.5％となり、本年６

月末には41.5％に達しています。

世帯主の職業も、昭和36年度は農林

水産業が44.7％を占めていましたが、

社会構造の変化や制度改正の影響など

もあり、平成26年度には無職の人の割

合が43.9％を占めるようになっていま

す。

今回の国民健康保険制度の都道府県

化は、高齢化の進展や制度が抱える構

造的な課題に対応するためのものです

が、目前に迫った超高齢社会に向けて、

誰もが安心して医療を受けることがで

きる国民皆保険制度を維持するために

は、一人一人の健康に対する意識と努

力が欠かせません。

都道府県と市町村の役割分担

都道府県の主な役割

・財政運営の責任主体

・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、
広域化を推進

・市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

・保険給付費等交付金の市町村への支払い

市町村の主な役割

・国保事業費納付金を都道府県に納付

・資格を管理(被保険者証などの発行)

・標準保険料率などを参考に保険料率を決定
・保険料の賦課・徴収

・保険給付の決定、支給


